








改

正

後

改

正

前

（
設
置
者
の
区
分
）

（
設
置
者
の
区
分
）

第
四
条

﹇
略
﹈

第
四
条

﹇
同
上
﹈

２

道
路
標
識
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。）が

設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

２

道
路
標
識
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。）が

設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

一

規
制
標
識
の
う
ち
、「
大
型
貨
物
自
動
車
等
通
行
止
め
」、「
特
定
の
最
大
積
載
量
以
上
の
貨
物
自
動
車
等
通

行
止
め
」、「
大
型
乗
用
自
動
車
等
通
行
止
め
」、「
二
輪
の
自
動
車
・
一
般
原
動
機
付
自
転
車
通
行
止
め
」、「
自

転
車
以
外
の
軽
車
両
通
行
止
め
」、「
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
・
自
転
車
通
行
止
め
」、「
大
型
自
動
二
輪
車

及
び
普
通
自
動
二
輪
車
二
人
乗
り
通
行
禁
止
」、「
車
両
横
断
禁
止
」、「
転
回
禁
止
」、「
追
越
し
の
た
め
の
右
側

部
分
は
み
出
し
通
行
禁
止
」、「
追
越
し
禁
止
」、「
駐
停
車
禁
止
」、「
駐
車
禁
止
」、「
駐
車
余
地
」、「
時
間
制
限
駐

車
区
間
」、「
最
高
速
度
」、「
特
定
の
種
類
の
車
両
の
最
高
速
度
」、「
最
低
速
度
」、「
車
両
通
行
区
分
」、「
特
定
の

種
類
の
車
両
の
通
行
区
分
」、「
牽け
ん

引
自
動
車
の
高
速
自
動
車
国
道
通
行
区
分
」、「
専
用
通
行
帯
」、「
普
通
自
転

車
専
用
通
行
帯
」、「
路
線
バ
ス
等
優
先
通
行
帯
」、「
牽け
ん

引
自
動
車
の
自
動
車
専
用
道
路
第
一
通
行
帯
通
行
指
定

区
間
」、「
進
行
方
向
別
通
行
区
分
」、「
一
般
原
動
機
付
自
転
車
の
右
折
方
法
（
二
段
階
）」、「
一
般
原
動
機
付
自

転
車
の
右
折
方
法（
小
回
り
）」、「
環
状
の
交
差
点
に
お
け
る
右
回
り
通
行
」、「
平
行
駐
車
」、「
直
角
駐
車
」、「
斜

め
駐
車
」、「
警
笛
鳴
ら
せ
」、「
警
笛
区
間
」、「
前
方
優
先
道
路
」、「
一
時
停
止
」、「
歩
行
者
等
通
行
止
め
」
及
び

「
歩
行
者
等
横
断
禁
止
」
を
表
示
す
る
も
の
並
び
に
道
路
法
の
道
路
以
外
の
道
路
に
設
置
す
る「
重
量
制
限
」

及
び
「
高
さ
制
限
」
を
表
示
す
る
も
の

一

規
制
標
識
の
う
ち
、「
大
型
貨
物
自
動
車
等
通
行
止
め
」、「
特
定
の
最
大
積
載
量
以
上
の
貨
物
自
動
車
等
通

行
止
め
」、「
大
型
乗
用
自
動
車
等
通
行
止
め
」、「
二
輪
の
自
動
車
・
原
動
機
付
自
転
車
通
行
止
め
」、「
自
転
車

以
外
の
軽
車
両
通
行
止
め
」、「
自
転
車
通
行
止
め
」、「
大
型
自
動
二
輪
車
及
び
普
通
自
動
二
輪
車
二
人
乗
り
通

行
禁
止
」、「
車
両
横
断
禁
止
」、「
転
回
禁
止
」、「
追
越
し
の
た
め
の
右
側
部
分
は
み
出
し
通
行
禁
止
」、「
追
越
し

禁
止
」、「
駐
停
車
禁
止
」、「
駐
車
禁
止
」、「
駐
車
余
地
」、「
時
間
制
限
駐
車
区
間
」、「
最
高
速
度
」、「
特
定
の
種
類

の
車
両
の
最
高
速
度
」、「
最
低
速
度
」、「
車
両
通
行
区
分
」、「
特
定
の
種
類
の
車
両
の
通
行
区
分
」、「
牽け
ん

引
自
動

車
の
高
速
自
動
車
国
道
通
行
区
分
」、「
専
用
通
行
帯
」、「
普
通
自
転
車
専
用
通
行
帯
」、「
路
線
バ
ス
等
優
先
通

行
帯
」、「
牽け
ん

引
自
動
車
の
自
動
車
専
用
道
路
第
一
通
行
帯
通
行
指
定
区
間
」、「
進
行
方
向
別
通
行
区
分
」、「
原

動
機
付
自
転
車
の
右
折
方
法
（
二
段
階
）」、「
原
動
機
付
自
転
車
の
右
折
方
法
（
小
回
り
）」、「
環
状
の
交
差
点

に
お
け
る
右
回
り
通
行
」、「
平
行
駐
車
」、「
直
角
駐
車
」、「
斜
め
駐
車
」、「
警
笛
鳴
ら
せ
」、「
警
笛
区
間
」、「
前
方

優
先
道
路
」、「
一
時
停
止
」、「
歩
行
者
等
通
行
止
め
」
及
び
「
歩
行
者
等
横
断
禁
止
」
を
表
示
す
る
も
の
並
び

に
道
路
法
の
道
路
以
外
の
道
路
に
設
置
す
る
「
重
量
制
限
」
及
び
「
高
さ
制
限
」
を
表
示
す
る
も
の

二

﹇
略
﹈

二

﹇
同
上
﹈

３

﹇
略
﹈

３

﹇
同
上
﹈

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

案
内
標
識

案
内
標
識

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府

建
設
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し

て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

〇
内

閣

府

国
土
交
通
省
令
第
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
四
十
五
条
第
二
項
及
び
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
四
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫





警
戒
標
識

警
戒
標
識

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

規
制
標
識

規
制
標
識

種

類

番
号

表

示

す

る

意

味

設

置

場

所

種

類

番
号

表

示

す

る

意

味

設

置

場

所

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

二
輪
の
自
動

車
・
一
般
原
動

機
付
自
転
車
通

行
止
め

(307)

交
通
法
第
八
条
第
一
項
の
道
路
標
識
に
よ

り
、
二
輪
の
自
動
車
及
び
一
般
原
動
機
付
自

転
車
（
交
通
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す

る
一
般
原
動
機
付
自
転
車
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）の
通
行
を
禁
止
す
る
こ
と
。

二
輪
の
自
動
車
及
び
一
般
原

動
機
付
自
転
車
の
通
行
を
禁

止
す
る
区
域
、
道
路
の
区
間

若
し
く
は
場
所
の
前
面
又
は

区
域
、
道
路
の
区
間
若
し
く

は
場
所
内
の
必
要
な
地
点
に

お
け
る
左
側
の
路
端

二
輪
の
自
動

車
・
原
動
機
付

自
転
車
通
行
止

め

(307)

交
通
法
第
八
条
第
一
項
の
道
路
標
識
に
よ

り
、
二
輪
の
自
動
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車

の
通
行
を
禁
止
す
る
こ
と
。

二
輪
の
自
動
車
及
び
原
動
機

付
自
転
車
の
通
行
を
禁
止
す

る
区
域
、
道
路
の
区
間
若
し

く
は
場
所
の
前
面
又
は
区

域
、
道
路
の
区
間
若
し
く
は

場
所
内
の
必
要
な
地
点
に
お

け
る
左
側
の
路
端

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

特
定
小
型
原
動

機
付
自
転
車
・

自
転
車
通
行
止

め

(309)

交
通
法
第
八
条
第
一
項
の
道
路
標
識
に
よ

り
、
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
（
交
通
法

第
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
小
型
原

動
機
付
自
転
車
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）及
び

自
転
車
の
通
行
を
禁
止
す
る
こ
と
。

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車

及
び
自
転
車
の
通
行
を
禁
止

す
る
道
路
の
区
間
若
し
く
は

場
所
の
前
面
又
は
道
路
の
区

間
若
し
く
は
場
所
内
の
必
要

な
地
点
に
お
け
る
左
側
の
路

端

自
転
車
通
行
止

め

(309)

交
通
法
第
八
条
第
一
項
の
道
路
標
識
に
よ

り
、
自
転
車
の
通
行
を
禁
止
す
る
こ
と
。

自
転
車
の
通
行
を
禁
止
す
る

道
路
の
区
間
若
し
く
は
場
所

の
前
面
又
は
道
路
の
区
間
若

し
く
は
場
所
内
の
必
要
な
地

点
に
お
け
る
左
側
の
路
端

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

自
転
車
道
で
あ
る
こ
と
。

自
転
車
道
の
前
面
又
は
自
転

車
道
内
の
必
要
な
地
点

自
転
車
道
で
あ
る
こ
と
。

自
転
車
道
の
前
面
又
は
自
転

車
道
内
の
必
要
な
地
点

道
路
法
第
四
十
八
条
の
十
四
第
二
項
に
規
定

す
る
自
転
車
専
用
道
路
で
あ
る
こ
と
。

自
転
車
専
用
道
路
の
入
口
そ

の
他
必
要
な
場
所
の
路
端

道
路
法
第
四
十
八
条
の
十
四
第
二
項
に
規
定

す
る
自
転
車
専
用
道
路
で
あ
る
こ
と
。

自
転
車
専
用
道
路
の
入
口
そ

の
他
必
要
な
場
所
の
路
端

特
定
小
型
原
動

機
付
自
転
車
・

自
転
車
専
用

(325の２)

交
通
法
第
八
条
第
一
項
の
道
路
標
識
に
よ

り
、
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
及
び
自
転

車
（
こ
れ
ら
の
車
両
で
交
通
法
第
十
七
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
自
転
車
道
を
通
行
し
て

は
な
ら
な
い
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及

び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）以
外
の
車
両
及
び

歩
行
者
等
の
通
行
を
禁
止
す
る
こ
と
。

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車

及
び
自
転
車
以
外
の
車
両
及

び
歩
行
者
等
の
通
行
を
禁
止

す
る
道
路
の
区
間
若
し
く
は

場
所
の
前
面
又
は
道
路
の
区

間
若
し
く
は
場
所
内
の
必
要

な
地
点

自
転
車
専
用

(325の２)

交
通
法
第
八
条
第
一
項
の
道
路
標
識
に
よ

り
、
普
通
自
転
車
（
交
通
法
第
六
十
三
条
の

三
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

以
外
の
車
両
及
び
歩
行
者
等
の
通
行
を
禁
止

す
る
こ
と
。

普
通
自
転
車
以
外
の
車
両
及

び
歩
行
者
等
の
通
行
を
禁
止

す
る
道
路
の
区
間
若
し
く
は

場
所
の
前
面
又
は
道
路
の
区

間
若
し
く
は
場
所
内
の
必
要

な
地
点

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



道
路
法
第
四
十
八
条
の
十
四
第
二
項
に
規
定

す
る
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
で
あ
る
こ

と
。

自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
の

入
口
そ
の
他
必
要
な
場
所
の

路
端

道
路
法
第
四
十
八
条
の
十
四
第
二
項
に
規
定

す
る
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
で
あ
る
こ

と
。

自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
の

入
口
そ
の
他
必
要
な
場
所
の

路
端

交
通
法
第
八
条
第
一
項
の
道
路
標
識
に
よ

り
、
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
及
び
自
転

車
以
外
の
車
両
の
通
行
を
禁
止
す
る
こ
と
。

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車

及
び
自
転
車
以
外
の
車
両
の

通
行
を
禁
止
す
る
道
路
の
区

間
若
し
く
は
場
所
の
前
面
又

は
道
路
の
区
間
若
し
く
は
場

所
内
の
必
要
な
地
点

交
通
法
第
八
条
第
一
項
の
道
路
標
識
に
よ

り
、
普
通
自
転
車
以
外
の
車
両
の
通
行
を
禁

止
す
る
こ
と
。

普
通
自
転
車
以
外
の
車
両
の

通
行
を
禁
止
す
る
道
路
の
区

間
若
し
く
は
場
所
の
前
面
又

は
道
路
の
区
間
若
し
く
は
場

所
内
の
必
要
な
地
点

普
通
自
転
車
等

及
び
歩
行
者
等

専
用

(325の３)

交
通
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
六
十

三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
道
路
標
識
に
よ

り
、
特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
（
交

通
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特

例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）及
び
普
通
自
転
車
（
交
通
法
第
六

十
三
条
の
三
に
規
定
す
る
普
通
自
転
車
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）が
歩
道
を
通
行
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自

転
車
及
び
普
通
自
転
車
が
歩

道
を
通
行
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
す
る
道
路
の
区
間

の
前
面
又
は
道
路
の
区
間
内

の
必
要
な
地
点

自
転
車
及
び
歩

行
者
等
専
用

(325の３)

交
通
法
第
六
十
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の

道
路
標
識
に
よ
り
、
普
通
自
転
車
が
歩
道
を

通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ

と
。

普
通
自
転
車
が
歩
道
を
通
行

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

す
る
道
路
の
区
間
の
前
面
又

は
道
路
の
区
間
内
の
必
要
な

地
点

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

特
定
小
型
原
動

機
付
自
転
車
・

自
転
車
一
方
通

行

(326の２Ａ・Ｂ)

道
路
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
標
示
板
の
矢
印
が
示
す
方
向
の
反
対
方

向
に
す
る
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
及
び

自
転
車
の
通
行
を
禁
止
す
る
こ
と
。

一
定
の
方
向
に
す
る
特
定
小

型
原
動
機
付
自
転
車
及
び
自

転
車
の
通
行
を
禁
止
す
る
歩

道
、
自
転
車
道
又
は
自
転
車

歩
行
者
道
の
区
間
の
入
口
及

び
歩
道
、
自
転
車
道
又
は
自

転
車
歩
行
者
道
の
区
間
内
の

必
要
な
地
点
に
お
け
る
路
端

自
転
車
一
方
通

行

(326の２Ａ・Ｂ)

道
路
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
標
示
板
の
矢
印
が
示
す
方
向
の
反
対
方

向
に
す
る
自
転
車
の
通
行
を
禁
止
す
る
こ

と
。

一
定
の
方
向
に
す
る
自
転
車

の
通
行
を
禁
止
す
る
歩
道
、

自
転
車
道
又
は
自
転
車
歩
行

者
道
の
区
間
の
入
口
及
び
歩

道
、
自
転
車
道
又
は
自
転
車

歩
行
者
道
の
区
間
内
の
必
要

な
地
点
に
お
け
る
路
端

交
通
法
第
八
条
第
一
項
の
道
路
標
識
に
よ

り
、
標
示
板
の
矢
印
が
示
す
方
向
の
反
対
方

向
に
す
る
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
及
び

自
転
車
の
通
行
を
禁
止
す
る
こ
と
。

一
定
の
方
向
に
す
る
特
定
小

型
原
動
機
付
自
転
車
及
び
自

転
車
の
通
行
を
禁
止
す
る
歩

道
又
は
自
転
車
道
の
区
間
の

入
口
及
び
歩
道
又
は
自
転
車

道
の
区
間
内
の
必
要
な
地
点

に
お
け
る
路
端

交
通
法
第
八
条
第
一
項
の
道
路
標
識
に
よ

り
、
標
示
板
の
矢
印
が
示
す
方
向
の
反
対
方

向
に
す
る
自
転
車
の
通
行
を
禁
止
す
る
こ

と
。

一
定
の
方
向
に
す
る
自
転
車

の
通
行
を
禁
止
す
る
歩
道
又

は
自
転
車
道
の
区
間
の
入
口

及
び
歩
道
又
は
自
転
車
道
の

区
間
内
の
必
要
な
地
点
に
お

け
る
路
端

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



専
用
通
行
帯

(327の４)

交
通
法
第
二
十
条
第
二
項
の
道
路
標
識
に
よ

り
、
車
両
通
行
帯
の
設
け
ら
れ
た
道
路
に
お

い
て
、
特
定
の
車
両
が
通
行
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
車
両
通
行
帯
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
専
用
通
行
帯
」
と
い
う
。）を
指
定
し
、

か
つ
、
他
の
車
両
（
当
該
特
定
の
車
両
が
普

通
自
転
車
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
特
定
小

型
原
動
機
付
自
転
車
及
び
軽
車
両
を
除
き
、

当
該
特
定
の
車
両
が
普
通
自
転
車
以
外
の
車

両
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
小
型
特
殊
自
動

車
、
原
動
機
付
自
転
車
及
び
軽
車
両
を
除

く
。）が
通
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
車
両
通

行
帯
と
し
て
専
用
通
行
帯
以
外
の
車
両
通
行

帯
を
指
定
す
る
こ
と
。

専
用
通
行
帯
の
前
面
及
び
専

用
通
行
帯
内
の
必
要
な
地
点

専
用
通
行
帯

(327の４)

交
通
法
第
二
十
条
第
二
項
の
道
路
標
識
に
よ

り
、
車
両
通
行
帯
の
設
け
ら
れ
た
道
路
に
お

い
て
、
特
定
の
車
両
が
通
行
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
車
両
通
行
帯
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
専
用
通
行
帯
」
と
い
う
。）を
指
定
し
、

か
つ
、
他
の
車
両
（
当
該
特
定
の
車
両
が
普

通
自
転
車
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
軽
車
両

を
除
き
、
当
該
特
定
の
車
両
が
普
通
自
転
車

以
外
の
車
両
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
小
型

特
殊
自
動
車
、
原
動
機
付
自
転
車
及
び
軽
車

両
を
除
く
。）が
通
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

車
両
通
行
帯
と
し
て
専
用
通
行
帯
以
外
の
車

両
通
行
帯
を
指
定
す
る
こ
と
。

専
用
通
行
帯
の
前
面
及
び
専

用
通
行
帯
内
の
必
要
な
地
点

普
通
自
転
車
専

用
通
行
帯

(327の４の２)

交
通
法
第
二
十
条
第
二
項
の
道
路
標
識
に
よ

り
、
車
両
通
行
帯
の
設
け
ら
れ
た
道
路
に
お

い
て
、
普
通
自
転
車
が
通
行
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
車
両
通
行
帯
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
普
通
自
転
車
専
用
通
行
帯
」
と
い
う
。）

を
指
定
し
、
か
つ
、
特
定
小
型
原
動
機
付
自

転
車
及
び
軽
車
両
以
外
の
車
両
が
通
行
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
車
両
通
行
帯
と
し
て
普
通

自
転
車
専
用
通
行
帯
以
外
の
車
両
通
行
帯
を

指
定
す
る
こ
と
。

普
通
自
転
車
専
用
通
行
帯
の

前
面
及
び
普
通
自
転
車
専
用

通
行
帯
内
の
必
要
な
地
点
に

お
け
る
左
側
の
路
端

普
通
自
転
車
専

用
通
行
帯

(327の４の２)

交
通
法
第
二
十
条
第
二
項
の
道
路
標
識
に
よ

り
、
車
両
通
行
帯
の
設
け
ら
れ
た
道
路
に
お

い
て
、
普
通
自
転
車
が
通
行
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
車
両
通
行
帯
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
普
通
自
転
車
専
用
通
行
帯
」
と
い
う
。）

を
指
定
し
、
か
つ
、
軽
車
両
以
外
の
車
両
が

通
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
車
両
通
行
帯
と

し
て
普
通
自
転
車
専
用
通
行
帯
以
外
の
車
両

通
行
帯
を
指
定
す
る
こ
と
。

普
通
自
転
車
専
用
通
行
帯
の

前
面
及
び
普
通
自
転
車
専
用

通
行
帯
内
の
必
要
な
地
点
に

お
け
る
左
側
の
路
端

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

進
行
方
向
別
通

行
区
分

(327の７Ａ～Ｄ)

交
通
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
道
路
標
識
に

よ
り
、
車
両
通
行
帯
の
設
け
ら
れ
た
道
路
に

お
い
て
、
車
両
（
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転

車
、
軽
車
両
及
び
右
折
に
つ
き
一
般
原
動
機

付
自
転
車
が
交
通
法
第
三
十
四
条
第
五
項
本

文
の
規
定
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
交
差
点
に

お
い
て
左
折
又
は
右
折
を
す
る
一
般
原
動
機

付
自
転
車
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。）が
交
差
点
で
進
行
す
る
方
向
に
関
す

る
通
行
の
区
分
を
指
定
す
る
こ
と
。

車
両
が
交
差
点
で
進
行
す
る

方
向
に
関
す
る
通
行
の
区
分

を
指
定
す
る
道
路
の
区
間
の

前
面
及
び
道
路
の
区
間
内
の

必
要
な
地
点

進
行
方
向
別
通

行
区
分

(327の７Ａ～Ｄ)

交
通
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
道
路
標
識
に

よ
り
、
車
両
通
行
帯
の
設
け
ら
れ
た
道
路
に

お
い
て
、
車
両
（
軽
車
両
及
び
右
折
に
つ
き

原
動
機
付
自
転
車
が
交
通
法
第
三
十
四
条
第

五
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
交

差
点
に
お
い
て
左
折
又
は
右
折
を
す
る
原
動

機
付
自
転
車
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。）が
交
差
点
で
進
行
す
る
方
向
に
関

す
る
通
行
の
区
分
を
指
定
す
る
こ
と
。

車
両
が
交
差
点
で
進
行
す
る

方
向
に
関
す
る
通
行
の
区
分

を
指
定
す
る
道
路
の
区
間
の

前
面
及
び
道
路
の
区
間
内
の

必
要
な
地
点

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



一
般
原
動
機
付

自
転
車
の
右
折

方
法（
二
段
階
）

(327の８)

交
通
法
第
三
十
四
条
第
五
項
本
文
の
道
路
標

識
に
よ
り
、
交
通
整
理
の
行
わ
れ
て
い
る
交

差
点
に
お
け
る
一
般
原
動
機
付
自
転
車
の
右

折
に
つ
き
交
差
点
の
側
端
に
沿
つ
て
通
行
す

べ
き
こ
と
を
指
定
す
る
こ
と
。

交
通
整
理
の
行
わ
れ
て
い
る

交
差
点
に
お
け
る
一
般
原
動

機
付
自
転
車
の
右
折
に
つ
き

交
差
点
の
側
端
に
沿
つ
て
通

行
す
べ
き
こ
と
を
指
定
す
る

道
路
の
区
間
又
は
場
所
の
前

面
及
び
道
路
の
区
間
又
は
場

所
内
の
必
要
な
地
点
に
お
け

る
左
側
の
路
端

原
動
機
付
自
転

車
の
右
折
方
法

（
二
段
階
）

(327の８)

交
通
法
第
三
十
四
条
第
五
項
本
文
の
道
路
標

識
に
よ
り
、
交
通
整
理
の
行
わ
れ
て
い
る
交

差
点
に
お
け
る
原
動
機
付
自
転
車
の
右
折
に

つ
き
交
差
点
の
側
端
に
沿
つ
て
通
行
す
べ
き

こ
と
を
指
定
す
る
こ
と
。

交
通
整
理
の
行
わ
れ
て
い
る

交
差
点
に
お
け
る
原
動
機
付

自
転
車
の
右
折
に
つ
き
交
差

点
の
側
端
に
沿
つ
て
通
行
す

べ
き
こ
と
を
指
定
す
る
道
路

の
区
間
又
は
場
所
の
前
面
及

び
道
路
の
区
間
又
は
場
所
内

の
必
要
な
地
点
に
お
け
る
左

側
の
路
端

一
般
原
動
機
付

自
転
車
の
右
折

方
法（
小
回
り
）

(327の９)

交
通
法
第
三
十
四
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
道

路
標
識
に
よ
り
、
交
通
整
理
の
行
わ
れ
て
い

る
交
差
点
に
お
け
る
一
般
原
動
機
付
自
転
車

の
右
折
に
つ
き
あ
ら
か
じ
め
道
路
の
中
央
又

は
右
側
端
に
寄
る
べ
き
こ
と
を
指
定
す
る
こ

と
。

交
通
整
理
の
行
わ
れ
て
い
る

交
差
点
に
お
け
る
一
般
原
動

機
付
自
転
車
の
右
折
に
つ
き

あ
ら
か
じ
め
道
路
の
中
央
又

は
右
側
端
に
寄
る
べ
き
こ
と

を
指
定
す
る
道
路
の
区
間
又

は
場
所
の
前
面
及
び
道
路
の

区
間
又
は
場
所
内
の
必
要
な

地
点
に
お
け
る
左
側
の
路
端

原
動
機
付
自
転

車
の
右
折
方
法

（
小
回
り
）

(327の９)

交
通
法
第
三
十
四
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
道

路
標
識
に
よ
り
、
交
通
整
理
の
行
わ
れ
て
い

る
交
差
点
に
お
け
る
原
動
機
付
自
転
車
の
右

折
に
つ
き
あ
ら
か
じ
め
道
路
の
中
央
又
は
右

側
端
に
寄
る
べ
き
こ
と
を
指
定
す
る
こ
と
。

交
通
整
理
の
行
わ
れ
て
い
る

交
差
点
に
お
け
る
原
動
機
付

自
転
車
の
右
折
に
つ
き
あ
ら

か
じ
め
道
路
の
中
央
又
は
右

側
端
に
寄
る
べ
き
こ
と
を
指

定
す
る
道
路
の
区
間
又
は
場

所
の
前
面
及
び
道
路
の
区
間

又
は
場
所
内
の
必
要
な
地
点

に
お
け
る
左
側
の
路
端

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

指
示
標
識

指
示
標
識

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

補
助
標
識

補
助
標
識

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

備
考

備
考

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

三

「
車
両
の
種
類
（

(503Ａ)
）」を
表
示
す
る
補
助
標
識
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
当
該
補
助
標
識
の
う
ち
、
普
通

自
転
車
が
本
標
識
が
表
示
す
る
交
通
の
規
制
の
対
象
と
な
る
車
両
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
に
つ

い
て
は
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
も
当
該
本
標
識
が
表
示
す
る
交
通
の
規
制
の
対
象
と
な
る
車
両
で
あ

る
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
、
普
通
自
転
車
が
本
標
識
が
表
示
す
る
交
通
の
規
制
の
対
象
と
な
る
車
両
で
な

い
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
も
当
該
本
標
識
が
表
示
す
る
交
通

の
規
制
の
対
象
と
な
る
車
両
で
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車

が
本
標
識
が
表
示
す
る
交
通
の
規
制
の
対
象
と
な
る
か
ど
う
か
を
別
に
示
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

﹇
加
え
る
。﹈

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

案
内
標
識

案
内
標
識

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

警
戒
標
識

警
戒
標
識

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

規
制
標
識

規
制
標
識

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

二
輪
の
自
動
車
・
一
般
原
動
機
付
自
転
車
通
行
止
め

(307)

二
輪
の
自
動
車
・
原
動
機
付
自
転
車
通
行
止
め

(307)

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
・
自
転
車
通
行
止
め

(309)

自

転

車

通

行

止

め

(309)

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
・
自
転
車
専
用

(325の２)

﹇
略
﹈

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
・
自
転
車
一
方

通
行

﹇
略
﹈

一
般
原
動
機
付
自
転
車
の
右
折
方
法
（
二
段

階
）

普
通
自
転
車
等
及
び
歩
行
者
等
専
用

(325の３)

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
・
自
転
車
一
方

通
行

一
般
原
動
機
付
自
転
車
の
右
折
方
法
（
小
回

り
）

﹇
略
﹈

自

転

車

専

用

(325の２)

﹇
同
上
﹈

自

転

車

一

方

通

行

(326の２Ａ)

﹇
同
上
﹈

原
動
機
付
自
転
車
の
右
折
方
法
（
二
段
階
）

(327の８)

﹇
同
上
﹈

自
転
車
及
び
歩
行
者
等
専
用

(325の３)

自

転

車

一

方

通

行

(326の２Ｂ)

原
動
機
付
自
転
車
の
右
折
方
法
（
小
回
り
）

(327の９)

(326の２Ａ)

(326の２Ｂ)

(327の８)

(327の９)

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



指
示
標
識

指
示
標
識

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

補
助
標
識

補
助
標
識

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

備
考

備
考

一

本
標
識
板
（
本
標
識
の
標
示
板
を
い
う
。）

一

本
標
識
板
（
本
標
識
の
標
示
板
を
い
う
。）

表
示

表
示

﹇
１
〜
32

略
﹈

﹇
１
〜
32

同
上
﹈

33

「
車
両
（
組
合
せ
）
通
行
止
め
」
を
表
示
す
る
規
制
標
識
の
標
示
板
の
記
号
は
、「
二
輪
の
自
動
車

以
外
の
自
動
車
通
行
止
め
」、「
大
型
貨
物
自
動
車
等
通
行
止
め
」、「
大
型
乗
用
自
動
車
等
通
行
止
め
」、

「
二
輪
の
自
動
車
・
一
般
原
動
機
付
自
転
車
通
行
止
め
」、「
自
転
車
以
外
の
軽
車
両
通
行
止
め
」
及

び
「
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
・
自
転
車
通
行
止
め
」
を
表
示
す
る
規
制
標
識
に
係
る
図
示
の
記

号
を
用
い
る
も
の
と
し
、
そ
の
記
号
は
当
該
規
制
標
識
が
表
示
す
る
通
行
の
禁
止
に
係
る
種
類
の
車

両
を
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

33

「
車
両
（
組
合
せ
）
通
行
止
め
」
を
表
示
す
る
規
制
標
識
の
標
示
板
の
記
号
は
、「
二
輪
の
自
動
車

以
外
の
自
動
車
通
行
止
め
」、「
大
型
貨
物
自
動
車
等
通
行
止
め
」、「
大
型
乗
用
自
動
車
等
通
行
止
め
」、

「
二
輪
の
自
動
車
・
原
動
機
付
自
転
車
通
行
止
め
」、「
自
転
車
以
外
の
軽
車
両
通
行
止
め
」
及
び

「
自
転
車
通
行
止
め
」
を
表
示
す
る
規
制
標
識
に
係
る
図
示
の
記
号
を
用
い
る
も
の
と
し
、
そ
の
記

号
は
当
該
規
制
標
識
が
表
示
す
る
通
行
の
禁
止
に
係
る
種
類
の
車
両
を
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

﹇
34
〜
36

略
﹈

﹇
34
〜
36

同
上
﹈

37

「
普
通
自
転
車
等
及
び
歩
行
者
等
専
用
」、「
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
・
自
転
車
一
方
通
行

（
(326の２Ａ)

）」、「
平
行
駐
車
」、「
直
角
駐
車
」
及
び
「
斜
め
駐
車
」
を
表
示
す
る
規
制
標
識
並
び
に
「
横
断

歩
道
」、「
自
転
車
横
断
帯
」
及
び
「
横
断
歩
道
・
自
転
車
横
断
帯
」
を
表
示
す
る
指
示
標
識
の
標
示

板
に
つ
い
て
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
標
示
板
の
記
号
の
鏡
像
で
あ
る
記
号

を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

37

「
自
転
車
及
び
歩
行
者
等
専
用
」、「
自
転
車
一
方
通
行
（

(326の２Ａ)
）」、「
平
行
駐
車
」、「
直
角
駐
車
」
及
び

「
斜
め
駐
車
」
を
表
示
す
る
規
制
標
識
並
び
に
「
横
断
歩
道
」、「
自
転
車
横
断
帯
」
及
び
「
横
断
歩

道
・
自
転
車
横
断
帯
」
を
表
示
す
る
指
示
標
識
の
標
示
板
に
つ
い
て
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
標
示
板
の
記
号
の
鏡
像
で
あ
る
記
号
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
38
〜
42

略
﹈

﹇
38
〜
42

同
上
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

色
彩

色
彩

﹇
１
・
２

略
﹈

﹇
１
・
２

同
上
﹈

３

規
制
標
識

３

規
制
標
識

「
通
行
止
め
」、「
車
両
通
行
止
め
」、「
二
輪
の
自
動
車
以
外
の
自
動
車
通
行
止
め
」、「
大
型
貨
物

自
動
車
等
通
行
止
め
」、「
特
定
の
最
大
積
載
量
以
上
の
貨
物
自
動
車
等
通
行
止
め
」、「
大
型
乗
用
自

動
車
等
通
行
止
め
」、「
二
輪
の
自
動
車
・
一
般
原
動
機
付
自
転
車
通
行
止
め
」、「
自
転
車
以
外
の
軽

車
両
通
行
止
め
」、「
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
・
自
転
車
通
行
止
め
」、「
車
両
（
組
合
せ
）
通
行

止
め
」、「
大
型
自
動
二
輪
車
及
び
普
通
自
動
二
輪
車
二
人
乗
り
通
行
禁
止
」、「
車
両
横
断
禁
止
」、

「
転
回
禁
止
」、「
追
越
し
の
た
め
の
右
側
部
分
は
み
出
し
通
行
禁
止
」、「
追
越
し
禁
止
」、「
危
険
物

積
載
車
両
通
行
止
め
」、「
重
量
制
限
」、「
高
さ
制
限
」、「
最
大
幅
」、「
最
高
速
度
」、「
特
定
の
種
類
の

車
両
の
最
高
速
度
」、「
最
低
速
度
」、「
一
般
原
動
機
付
自
転
車
の
右
折
方
法
（
小
回
り
）」、「
歩
行
者

等
通
行
止
め
」
及
び
「
歩
行
者
等
横
断
禁
止
」
を
表
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
文
字
及
び
記
号

を
青
色
、
斜
め
の
帯
及
び
枠
を
赤
色
、
縁
及
び
地
を
白
色
と
す
る
。
た
だ
し
、「
最
高
速
度
」、「
特

定
の
種
類
の
車
両
の
最
高
速
度
」
及
び
「
最
低
速
度
」
を
表
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を

灯
火
に
よ
り
表
示
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
文
字
及
び
記
号
を
白
色
又
は
黄
色
、
地
を
黒
色
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

「
通
行
止
め
」、「
車
両
通
行
止
め
」、「
二
輪
の
自
動
車
以
外
の
自
動
車
通
行
止
め
」、「
大
型
貨
物

自
動
車
等
通
行
止
め
」、「
特
定
の
最
大
積
載
量
以
上
の
貨
物
自
動
車
等
通
行
止
め
」、「
大
型
乗
用
自

動
車
等
通
行
止
め
」、「
二
輪
の
自
動
車
・
原
動
機
付
自
転
車
通
行
止
め
」、「
自
転
車
以
外
の
軽
車
両

通
行
止
め
」、「
自
転
車
通
行
止
め
」、「
車
両
（
組
合
せ
）
通
行
止
め
」、「
大
型
自
動
二
輪
車
及
び
普

通
自
動
二
輪
車
二
人
乗
り
通
行
禁
止
」、「
車
両
横
断
禁
止
」、「
転
回
禁
止
」、「
追
越
し
の
た
め
の
右

側
部
分
は
み
出
し
通
行
禁
止
」、「
追
越
し
禁
止
」、「
危
険
物
積
載
車
両
通
行
止
め
」、「
重
量
制
限
」、

「
高
さ
制
限
」、「
最
大
幅
」、「
最
高
速
度
」、「
特
定
の
種
類
の
車
両
の
最
高
速
度
」、「
最
低
速
度
」、

「
原
動
機
付
自
転
車
の
右
折
方
法
（
小
回
り
）」、「
歩
行
者
等
通
行
止
め
」
及
び
「
歩
行
者
等
横
断

禁
止
」
を
表
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
文
字
及
び
記
号
を
青
色
、
斜
め
の
帯
及
び
枠
を
赤
色
、

縁
及
び
地
を
白
色
と
す
る
。
た
だ
し
、「
最
高
速
度
」、「
特
定
の
種
類
の
車
両
の
最
高
速
度
」
及
び

「
最
低
速
度
」
を
表
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
灯
火
に
よ
り
表
示
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
文
字
及
び
記
号
を
白
色
又
は
黄
色
、
地
を
黒
色
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



「
タ
イ
ヤ
チ
ェ
ー
ン
を
取
り
付
け
て
い
な
い
車
両
通
行
止
め
」、「
指
定
方
向
外
進
行
禁
止
」、「
時

間
制
限
駐
車
区
間
」、「
自
動
車
専
用
」、「
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
・
自
転
車
専
用
」、「
普
通
自

転
車
等
及
び
歩
行
者
等
専
用
」、「
歩
行
者
等
専
用
」、「
許
可
車
両
専
用
」、「
許
可
車
両
（
組
合
せ
）

専
用
」、「
広
域
災
害
応
急
対
策
車
両
専
用
」、「
特
定
の
種
類
の
車
両
の
通
行
区
分
」、「
牽け
ん

引
自
動
車

の
高
速
自
動
車
国
道
通
行
区
分
」、「
専
用
通
行
帯
」、「
普
通
自
転
車
専
用
通
行
帯
」、「
路
線
バ
ス
等

優
先
通
行
帯
」、「
牽け
ん

引
自
動
車
の
自
動
車
専
用
道
路
第
一
通
行
帯
通
行
指
定
区
間
」、「
進
行
方
向
別

通
行
区
分
」、「
一
般
原
動
機
付
自
転
車
の
右
折
方
法
（
二
段
階
）」、「
環
状
の
交
差
点
に
お
け
る
右

回
り
通
行
」、「
平
行
駐
車
」、「
直
角
駐
車
」、「
斜
め
駐
車
」、「
警
笛
鳴
ら
せ
」
及
び
「
警
笛
区
間
」
を

表
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
文
字
、
記
号
及
び
縁
を
白
色
、
地
を
青
色
と
す
る
。

「
タ
イ
ヤ
チ
ェ
ー
ン
を
取
り
付
け
て
い
な
い
車
両
通
行
止
め
」、「
指
定
方
向
外
進
行
禁
止
」、「
時

間
制
限
駐
車
区
間
」、「
自
動
車
専
用
」、「
自
転
車
専
用
」、「
自
転
車
及
び
歩
行
者
等
専
用
」、「
歩
行
者

等
専
用
」、「
許
可
車
両
専
用
」、「
許
可
車
両
（
組
合
せ
）専
用
」、「
広
域
災
害
応
急
対
策
車
両
専
用
」、

「
特
定
の
種
類
の
車
両
の
通
行
区
分
」、「
牽け

ん

引
自
動
車
の
高
速
自
動
車
国
道
通
行
区
分
」、「
専
用
通

行
帯
」、「
普
通
自
転
車
専
用
通
行
帯
」、「
路
線
バ
ス
等
優
先
通
行
帯
」、「
牽け
ん

引
自
動
車
の
自
動
車
専

用
道
路
第
一
通
行
帯
通
行
指
定
区
間
」、「
進
行
方
向
別
通
行
区
分
」、「
原
動
機
付
自
転
車
の
右
折
方

法
（
二
段
階
）」、「
環
状
の
交
差
点
に
お
け
る
右
回
り
通
行
」、「
平
行
駐
車
」、「
直
角
駐
車
」、「
斜
め

駐
車
」、「
警
笛
鳴
ら
せ
」
及
び
「
警
笛
区
間
」
を
表
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
文
字
、
記
号
及

び
縁
を
白
色
、
地
を
青
色
と
す
る
。

「
一
方
通
行
」
及
び
「
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
・
自
転
車
一
方
通
行
」
を
表
示
す
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
記
号
及
び
縁
線
を
白
色
、
縁
及
び
地
を
青
色
と
す
る
。

「
一
方
通
行
」
及
び
「
自
転
車
一
方
通
行
」
を
表
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
記
号
及
び
縁
線

を
白
色
、
縁
及
び
地
を
青
色
と
す
る
。

﹇

〜

略
﹈

﹇

〜

同
上
﹈

４

﹇
略
﹈

４

﹇
同
上
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

文
字
等
の
大
き
さ
等

文
字
等
の
大
き
さ
等

﹇
１
〜
７

略
﹈

﹇
１
〜
７

同
上
﹈

８

縁
、
縁
線
及
び
区
分
線
の
太
さ
は
、
次
の
寸
法
を
基
準
と
す
る
。

８

縁
、
縁
線
及
び
区
分
線
の
太
さ
は
、
次
の
寸
法
を
基
準
と
す
る
。

﹇

・

略
﹈

﹇

・

同
上
﹈

規
制
標
識

規
制
標
識

縁
は
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
縁
線
は
「
一
時
停
止
」
及
び
「
車
両
通
行
区
分
」
を
表
示
す

る
も
の
に
つ
い
て
は
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、「
一
方
通
行
」
及
び
「
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
・

自
転
車
一
方
通
行
」
を
表
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

縁
は
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
縁
線
は
「
一
時
停
止
」
及
び
「
車
両
通
行
区
分
」
を
表
示
す

る
も
の
に
つ
い
て
は
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、「
一
方
通
行
」
及
び
「
自
転
車
一
方
通
行
」
を
表
示
す

る
も
の
に
つ
い
て
は
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

車
両
の
種
類
の
略
称

車
両
の
種
類
の
略
称

規
制
標
識
に
車
両
の
種
類
を
記
載
す
る
と
き
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
車
両
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
略
称
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

規
制
標
識
に
車
両
の
種
類
を
記
載
す
る
と
き
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
車
両
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
略
称
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

車

両

の

種

類

略

称

車

両

の

種

類

略

称

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

一
般
原
動
機
付
自
転
車

原
付

原
動
機
付
自
転
車

原
付

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車

特
定
原
付

特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車

特
例
特
定
原
付

二
輪
の
自
動
車
及
び
一
般
原
動
機
付
自
転
車

二
輪

二
輪
の
自
動
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車

二
輪

道
路
交
通
法
施
行
規
則
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
型
二

輪
車
及
び
一
般
原
動
機
付
自
転
車

小
二
輪

道
路
交
通
法
施
行
規
則
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
型
二

輪
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車

小
二
輪

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



二

補
助
標
識
板
（
補
助
標
識
の
標
示
板
を
い
う
。）

二

補
助
標
識
板
（
補
助
標
識
の
標
示
板
を
い
う
。）

表
示

表
示

﹇
１
〜
３

略
﹈

﹇
１
〜
３

同
上
﹈

４

「
車
両
の
種
類（

(503Ｂ)
）」
を
表
示
す
る
補
助
標
識
の
標
示
板
の
記
号
は
、「
二
輪
の
自
動
車
以
外
の
自

動
車
通
行
止
め
」、「
大
型
貨
物
自
動
車
等
通
行
止
め
」、「
大
型
乗
用
自
動
車
等
通
行
止
め
」、「
二
輪
の

自
動
車
・
一
般
原
動
機
付
自
転
車
通
行
止
め
」、「
自
転
車
以
外
の
軽
車
両
通
行
止
め
」
及
び
「
特
定

小
型
原
動
機
付
自
転
車
・
自
転
車
通
行
止
め
」
を
表
示
す
る
規
制
標
識
に
係
る
図
示
の
記
号
（
当
該

記
号
の
鏡
像
で
あ
る
記
号
を
含
む
。）を
用
い
る
も
の
と
し
、
そ
の
記
号
は
当
該
規
制
標
識
が
表
示
す

る
通
行
の
禁
止
に
係
る
種
類
の
車
両
を
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

４

「
車
両
の
種
類（

(503Ｂ)
）」
を
表
示
す
る
補
助
標
識
の
標
示
板
の
記
号
は
、「
二
輪
の
自
動
車
以
外
の
自

動
車
通
行
止
め
」、「
大
型
貨
物
自
動
車
等
通
行
止
め
」、「
大
型
乗
用
自
動
車
等
通
行
止
め
」、「
二
輪
の

自
動
車
・
原
動
機
付
自
転
車
通
行
止
め
」、「
自
転
車
以
外
の
軽
車
両
通
行
止
め
」
及
び
「
自
転
車
通

行
止
め
」
を
表
示
す
る
規
制
標
識
に
係
る
図
示
の
記
号
（
当
該
記
号
の
鏡
像
で
あ
る
記
号
を
含
む
。）

を
用
い
る
も
の
と
し
、
そ
の
記
号
は
当
該
規
制
標
識
が
表
示
す
る
通
行
の
禁
止
に
係
る
種
類
の
車
両

を
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

５

﹇
略
﹈

５

﹇
同
上
﹈

﹇

〜

略
﹈

﹇

〜

同
上
﹈

﹇
三
・
四

略
﹈

﹇
三
・
四

同
上
﹈

別
表
第
五
（
第
九
条
関
係
）

別
表
第
五
（
第
九
条
関
係
）

規
制
標
示

規
制
標
示

種

類

番
号

表

示

す

る

意

味

設

置

場

所

種

類

番
号

表

示

す

る

意

味

設

置

場

所

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

歩
行
者
用
路
側

帯

(108の３)

交
通
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
四
、
第
十

七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
四
十
七
条
第
三
項

の
道
路
標
示
に
よ
り
、
路
側
帯
に
お
け
る
特

例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
及
び
軽
車
両

の
通
行
並
び
に
車
両
の
駐
車
及
び
停
車
を
禁

止
す
る
こ
と
。

路
側
帯
に
お
け
る
特
例
特
定

小
型
原
動
機
付
自
転
車
及
び

軽
車
両
の
通
行
並
び
に
車
両

の
駐
車
及
び
停
車
を
禁
止
す

る
道
路
の
区
間

歩
行
者
用
路
側

帯

(108の３)

交
通
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
四
、
第
十

七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
十
七
条
第
三
項

の
道
路
標
示
に
よ
り
、
路
側
帯
に
お
け
る
軽

車
両
の
通
行
並
び
に
車
両
の
駐
車
及
び
停
車

を
禁
止
す
る
こ
と
。

路
側
帯
に
お
け
る
軽
車
両
の

通
行
並
び
に
車
両
の
駐
車
及

び
停
車
を
禁
止
す
る
道
路
の

区
間

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

専
用
通
行
帯

(109の６)

交
通
法
第
二
十
条
第
二
項
の
道
路
標
示
に
よ

り
、
車
両
通
行
帯
の
設
け
ら
れ
た
道
路
に
お

い
て
、
特
定
の
車
両
が
通
行
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
車
両
通
行
帯
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
専
用
通
行
帯
」
と
い
う
。）を
指
定
し
、

か
つ
、
他
の
車
両
（
当
該
特
定
の
車
両
が
普

通
自
転
車
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
特
定
小

型
原
動
機
付
自
転
車
及
び
軽
車
両
を
除
き
、

当
該
特
定
の
車
両
が
普
通
自
転
車
以
外
の
車

両
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
小
型
特
殊
自
動

車
、
原
動
機
付
自
転
車
及
び
軽
車
両
を
除

く
。）が
通
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
車
両
通

行
帯
と
し
て
専
用
通
行
帯
以
外
の
車
両
通
行

帯
を
指
定
す
る
こ
と
。

専
用
通
行
帯
の
前
面
及
び
専

用
通
行
帯
内
の
必
要
な
地
点

専
用
通
行
帯

(109の６)

交
通
法
第
二
十
条
第
二
項
の
道
路
標
示
に
よ

り
、
車
両
通
行
帯
の
設
け
ら
れ
た
道
路
に
お

い
て
、
特
定
の
車
両
が
通
行
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
車
両
通
行
帯
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
専
用
通
行
帯
」
と
い
う
。）を
指
定
し
、

か
つ
、
他
の
車
両
（
当
該
特
定
の
車
両
が
普

通
自
転
車
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
軽
車
両

を
除
き
、
当
該
特
定
の
車
両
が
普
通
自
転
車

以
外
の
車
両
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
小
型

特
殊
自
動
車
、
原
動
機
付
自
転
車
及
び
軽
車

両
を
除
く
。）が
通
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

車
両
通
行
帯
と
し
て
専
用
通
行
帯
以
外
の
車

両
通
行
帯
を
指
定
す
る
こ
と
。

専
用
通
行
帯
の
前
面
及
び
専

用
通
行
帯
内
の
必
要
な
地
点

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



進
行
方
向
別
通

行
区
分

(110)

交
通
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
道
路
標
示
に

よ
り
、
車
両
通
行
帯
の
設
け
ら
れ
た
道
路
に

お
い
て
、
車
両
（
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転

車
、
軽
車
両
及
び
右
折
に
つ
き
一
般
原
動
機

付
自
転
車
が
交
通
法
第
三
十
四
条
第
五
項
本

文
の
規
定
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
交
差
点
に

お
い
て
左
折
又
は
右
折
を
す
る
一
般
原
動
機

付
自
転
車
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。）が
交
差
点
で
進
行
す
る
方
向
に
関
す

る
通
行
の
区
分
を
指
定
す
る
こ
と
。

車
両
が
交
差
点
で
進
行
す
る

方
向
に
関
す
る
通
行
の
区
分

を
指
定
す
る
道
路
の
区
間
の

前
面
及
び
道
路
の
区
間
内
の

必
要
な
地
点

進
行
方
向
別
通

行
区
分

(110)

交
通
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
道
路
標
示
に

よ
り
、
車
両
通
行
帯
の
設
け
ら
れ
た
道
路
に

お
い
て
、
車
両
（
軽
車
両
及
び
右
折
に
つ
き

原
動
機
付
自
転
車
が
交
通
法
第
三
十
四
条
第

五
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
交

差
点
に
お
い
て
左
折
又
は
右
折
を
す
る
原
動

機
付
自
転
車
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。）が
交
差
点
で
進
行
す
る
方
向
に
関

す
る
通
行
の
区
分
を
指
定
す
る
こ
と
。

車
両
が
交
差
点
で
進
行
す
る

方
向
に
関
す
る
通
行
の
区
分

を
指
定
す
る
道
路
の
区
間
の

前
面
及
び
道
路
の
区
間
内
の

必
要
な
地
点

右
左
折
の
方
法

(111)

交
通
法
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は

第
四
項
の
道
路
標
示
に
よ
り
、
車
両
（
特
定

小
型
原
動
機
付
自
転
車
、
軽
車
両
及
び
右
折

に
つ
き
一
般
原
動
機
付
自
転
車
が
交
通
法
第

三
十
四
条
第
五
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
交
差
点
に
お
い
て
右
折
を
す
る
一

般
原
動
機
付
自
転
車
を
除
く
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。）が
交
差
点
に
お
い
て
右
折

又
は
左
折
す
る
と
き
に
通
行
す
べ
き
部
分
を

指
定
す
る
こ
と
。

車
両
が
交
差
点
に
お
い
て
右

折
又
は
左
折
す
る
と
き
に
通

行
す
べ
き
部
分
を
指
定
す
る

交
差
点
又
は
そ
の
直
近
の
必

要
な
地
点

右
左
折
の
方
法

(111)

交
通
法
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は

第
四
項
の
道
路
標
示
に
よ
り
、
車
両
（
軽
車

両
及
び
右
折
に
つ
き
原
動
機
付
自
転
車
が
交

通
法
第
三
十
四
条
第
五
項
本
文
の
規
定
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
る
交
差
点
に
お
い
て
右
折
を

す
る
原
動
機
付
自
転
車
を
除
く
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。）が
交
差
点
に
お
い
て
右

折
又
は
左
折
す
る
と
き
に
通
行
す
べ
き
部
分

を
指
定
す
る
こ
と
。

車
両
が
交
差
点
に
お
い
て
右

折
又
は
左
折
す
る
と
き
に
通

行
す
べ
き
部
分
を
指
定
す
る

交
差
点
又
は
そ
の
直
近
の
必

要
な
地
点

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

特
例
特
定
小
型

原
動
機
付
自
転

車
・
普
通
自
転

車
歩
道
通
行
可

(114の２)

交
通
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
六
十

三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
道
路
標
示
に
よ

り
、
特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
及
び

普
通
自
転
車
が
歩
道
を
通
行
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自

転
車
及
び
普
通
自
転
車
が
歩

道
を
通
行
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
す
る
道
路
の
区
間

内
の
必
要
な
地
点

普
通
自
転
車
歩

道
通
行
可

(114の２)

交
通
法
第
六
十
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の

道
路
標
示
に
よ
り
、
普
通
自
転
車
が
歩
道
を

通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ

と
。

普
通
自
転
車
が
歩
道
を
通
行

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

す
る
道
路
の
区
間
内
の
必
要

な
地
点

特
例
特
定
小
型

原
動
機
付
自
転

車
・
普
通
自
転

車
の
歩
道
通
行

部
分

(114の３)

交
通
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
六
十

三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
道
路
標
示
に
よ

り
、
特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
及
び

普
通
自
転
車
が
歩
道
を
通
行
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
し
、
か
つ
、
交
通
法
第
十
七
条

の
二
第
二
項
及
び
第
六
十
三
条
の
四
第
二
項

の
道
路
標
示
に
よ
り
、
特
例
特
定
小
型
原
動

機
付
自
転
車
及
び
普
通
自
転
車
が
歩
道
を
通

行
す
る
場
合
に
お
い
て
、
通
行
す
べ
き
歩
道

の
部
分
を
指
定
す
る
こ
と
。

特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自

転
車
及
び
普
通
自
転
車
が
歩

道
を
通
行
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
し
、
か
つ
、
通
行

す
べ
き
部
分
と
し
て
指
定
す

る
歩
道
の
区
間
又
は
場
所

普
通
自
転
車
の

歩
道
通
行
部
分

(114の３)

交
通
法
第
六
十
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の

道
路
標
示
に
よ
り
、
普
通
自
転
車
が
歩
道
を

通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、か
つ
、

同
条
第
二
項
の
道
路
標
示
に
よ
り
、
普
通
自

転
車
が
歩
道
を
通
行
す
る
場
合
に
お
い
て
、

通
行
す
べ
き
歩
道
の
部
分
を
指
定
す
る
こ

と
。

普
通
自
転
車
が
歩
道
を
通
行

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

し
、
か
つ
、
通
行
す
べ
き
部

分
と
し
て
指
定
す
る
歩
道
の

区
間
又
は
場
所

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

指
示
標
示

指
示
標
示

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



備
考

﹇
加
え
る
。﹈

「
特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
・
普
通
自
転
車
歩
道
通
行
可
」
及
び
「
特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転

車
・
普
通
自
転
車
の
歩
道
通
行
部
分
」
を
表
示
す
る
規
制
標
示
の
う
ち
、「
特
例
特
定
原
付
を
除
く
」
の
文
字
が

表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
が
当
該
規
制
標
示
が
表
示
す

る
交
通
の
規
制
の
対
象
と
な
る
車
両
で
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
と
す
る
。

別
表
第
六
（
第
十
条
関
係
）

﹇
略
﹈

別
表
第
六
（
第
十
条
関
係
）

﹇
同
上
﹈

規
制
標
示

規
制
標
示

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

白

白

特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
・
普
通
自

転
車
歩
道
通
行
可

特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
・
普
通
自

転
車
の
歩
道
通
行
部
分

普
通
自
転
車
歩
道
通
行
可

(114の２)

普
通
自
転
車
の
歩
道
通
行
部
分

(114の３)

記

号

色

彩

記

号

色

彩

記

号

色

彩

記

号

色

彩

白

白

(114の２)

(114の３)

指
示
標
示

指
示
標
示

備
考

備
考

一

表
示

一

表
示

﹇

・

略
﹈

﹇

・

同
上
﹈

「
停
止
禁
止
部
分
」
を
表
示
す
る
規
制
標
示
に
は
、
必
要
が
あ
る
場
合
は
、「
消
防
車
出
入
口
」、「
救

急
車
出
入
口
」
等
の
文
字
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
停
止
禁
止
部
分
」
を
表
示
す
る
規
制
表
示
に
は
、
必
要
が
あ
る
場
合
は
、「
消
防
車
出
入
口
」、「
救

急
車
出
入
口
」
等
の
文
字
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
・
普
通
自
転
車
歩
道
通
行
可
」
及
び
「
特
例
特
定
小
型
原
動
機

付
自
転
車
・
普
通
自
転
車
の
歩
道
通
行
部
分
」を
表
示
す
る
規
制
標
示
に
は
、必
要
が
あ
る
場
合
は
、「
特

例
特
定
原
付
を
除
く
」
の
文
字
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
加
え
る
。﹈

「
特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
・
普
通
自
転
車
の
歩
道
通
行
部
分
」
を
表
示
す
る
規
制
標
示
及

び
「
自
転
車
横
断
帯
」
を
表
示
す
る
指
示
標
示
に
係
る
図
示
の
自
転
車
の
記
号
は
、
当
該
道
路
標
示
に

係
る
道
路
の
区
間
又
は
場
所
の
状
況
に
応
じ
必
要
と
認
め
る
箇
所
に
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

「
普
通
自
転
車
の
歩
道
通
行
部
分
」
を
表
示
す
る
規
制
標
示
及
び
「
自
転
車
横
断
帯
」
を
表
示
す
る

指
示
標
示
に
係
る
図
示
の
自
転
車
の
記
号
は
、
当
該
道
路
標
示
に
係
る
道
路
の
区
間
又
は
場
所
の
状
況

に
応
じ
必
要
と
認
め
る
箇
所
に
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
二
〜
五

略
﹈

﹇
二
〜
五

同
上
﹈

備
考

表
中
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



旧

令

の

道

路

標

識

の

種

類

新

令

の

道

路

標

識

の

種

類

「
二
輪
の
自
動
車
・
原
動
機
付
自
転
車
通
行
止
め
」
を
表
示
す
る
も
の（
(307)
）

「
二
輪
の
自
動
車
・
一
般
原
動
機
付
自
転
車
通
行
止
め（
(307)
）」

「
自
転
車
通
行
止
め
」
を
表
示
す
る
も
の（
(309)
）

「
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
・
自
転
車
通
行
止
め（
(309)
）」

「
自
転
車
専
用
」
を
表
示
す
る
も
の（

(325の２)
）

「
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
・
自
転
車
専
用（

(325の２)
）」

「
自
転
車
及
び
歩
行
者
等
専
用
」
を
表
示
す
る
も
の
（

(325の３)
）

「
普
通
自
転
車
等
及
び
歩
行
者
等
専
用
（

(325の３)
）」

「
自
転
車
一
方
通
行
」
を
表
示
す
る
も
の
（

(326の２Ａ・Ｂ)
）

「
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
・
自
転
車
一
方
通
行
（

(326の２Ａ・Ｂ)
）」

「
専
用
通
行
帯
」
を
表
示
す
る
も
の（

(327の４)
）

「
専
用
通
行
帯（

(327の４)
）」

「
普
通
自
転
車
専
用
通
行
帯
」
を
表
示
す
る
も
の（

(327の４の２)
）

「
普
通
自
転
車
専
用
通
行
帯
（

(327の４の２)
）」

「
進
行
方
向
別
通
行
区
分
」
を
表
示
す
る
も
の
（

(327の７Ａ～Ｄ)
）

「
進
行
方
向
別
通
行
区
分
（

(327の７Ａ～Ｄ)
）」

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
命
令
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
三
十
二
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
道
路
標
識
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令
（
以
下
「
旧
令
」
と
い
う
。）の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
る
道
路
標
識
の
う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
の
も
の
は
、
当
分
の
間
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
改
正
後
の
道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。）の
相
当
規
定
に
よ
る
種
類
の
道
路
標
識
と
み
な
す
。





「
原
動
機
付
自
転
車
の
右
折
方
法
（
二
段
階
）」を
表
示
す
る
も
の（

(327の８)
）

「
一
般
原
動
機
付
自
転
車
の
右
折
方
法
（
二
段
階
）（

(327の８)
）」

「
原
動
機
付
自
転
車
の
右
折
方
法
（
小
回
り
）」を
表
示
す
る
も
の（

(327の９)
）

「
一
般
原
動
機
付
自
転
車
の
右
折
方
法
（
小
回
り
）（

(327の９)
）」

旧

令

の

道

路

標

示

の

種

類

新

令

の

道

路

標

示

の

種

類

「
歩
行
者
用
路
側
帯
」
を
表
示
す
る
も
の（

(108の３)
）

「
歩
行
者
用
路
側
帯（

(108の３)
）」

「
専
用
通
行
帯
」
を
表
示
す
る
も
の（

(109の６)
）

「
専
用
通
行
帯（

(109の６)
）」

「
進
行
方
向
別
通
行
区
分
」
を
表
示
す
る
も
の（
(110)
）

「
進
行
方
向
別
通
行
区
分（
(110)
）」

「
右
左
折
の
方
法
」
を
表
示
す
る
も
の（
(111)
）

「
右
左
折
の
方
法（
(111)
）」

「
普
通
自
転
車
歩
道
通
行
可
」
を
表
示
す
る
も
の（

(114の２)
）

「
特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
・
普
通
自
転
車
歩
道
通
行
可（

(114の２)
）」

「
普
通
自
転
車
の
歩
道
通
行
部
分
」
を
表
示
す
る
も
の（

(114の３)
）

「
特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
・
普
通
自
転
車
の
歩
道
通
行
部
分（

(114の３)
）」

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
道
路
標
示
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３

こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
令
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
る
道
路
標
示
の
う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
の
も
の
は
、
当
分
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
新
令
の
相
当
規
定
に
よ
る
種
類
の
道
路
標
示
と
み
な

す
。

（
国
家
公
安
委
員
会
・
国
土
交
通
省
関
係
産
業
競
争
力
強
化
法
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
内
閣
府
令
・
国
土
交
通
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
定
め
る
命
令
の
廃
止
）

４

国
家
公
安
委
員
会
・
国
土
交
通
省
関
係
産
業
競
争
力
強
化
法
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
内
閣
府
令
・
国
土
交
通
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
定
め
る
命
令
（
令
和
二
年
内

閣

府

国
土
交
通
省
令
第
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。




